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研究成果の概要（和文）： 
本研究はアジア諸都市を対象とし、インフォーマルな市街化プロセスを解明し、そのフォー

マル化事業のあり方を示すことを目的として比較研究を行った。結論として、インフォーマル

な市街化のフォーマル化のための制度的改善のためには、ローカルなレベルでの関係主体間の

社会的関係性の深化のもとでの社会的意思決定システムの構築、すなわちローカル・ガバナン

スの構築が同時に進めるようにデザインされていることが肝要であることを示した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
  The aim of the study is to explore the informal development process in Asian cities 
and to develop the models to formalize those areas.  In conclusion, it was found that 
the establishment of consensus making system among varied local stakeholders 
through the deepening of their social network is important in designing the 
improvement projects of informal settlements. 
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１．研究開始当初の背景 
アジアの発展途上諸国は、現在、都市化率

が 20～50%程度の段階にあり、経済成長を背

景として急速な都市化、とりわけ大都市圏地

域への急速な人口の集中が続いている。一方、

これらの諸国は、このような急速な都市化に

対応した土地制度や都市計画制度が十分に

整備されているとはいえない。この結果、国

により違いはあるが、都市化により形成され

る市街地の 30～70%程度は、正規の土地所有

権を有していない、あるいは正規の開発許可

手続きに則っていないなどの点で、インフォ

ーマルな開発により市街化が進行している

のが現状である。 
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発展途上国における持続的な都市発展と

いう観点において、インフォーマルな市街化

が環境面から見て問題であるだけでなく、不

安定な土地権利のもとでの市街化をますま

す進行させるという点で、経済的・社会的に

もきわめて重要な課題であり、インフォーマ

ル市街地のフォーマル化プロセスに関する

理論的・実証的研究が求められている。 

 
２．研究の目的 
本研究では、上記の研究課題にこたえるた

めに、社会体制、土地制度、都市計画制度の

異なるアジア諸国（中国、ベトナム、タイ、

インドネシア、スリランカ）を対象とし、イ

ンフォーマルな市街化プロセスを解明し、そ

のフォーマル化事業のあり方を提言するこ

とを目的として比較研究を行った。 
 
３．研究の方法 
 比較研究は以下の方法により実施した。 
・都市フリンジ地域インフォーマル市街地に

おける事例調査（開発主体、土地登記・開発・

建築許可・土地取得・住宅建設課程の解明） 

・各対象国の計画策定・インフォーマル市街

地改善事業プロセスにおけるローカル・ガバ

ナンス構築に関する実態調査（市場の力を活

用しつつ戦略的な柔軟な計画を策定し、多様

な関係主体の参加のもとで社会的意思決定

を行っていく仕組みの解明） 

 

４．研究成果 

(1)アジア諸国の都市計画制度の特徴  

都市計画分野における海外研究は、実践的な

技術・制度の導入・改良・開発という工学的

な発想のもとで、どうしても欧米制度研究に

偏ってきたことは否めない。多様な社会にお

けるプランニングの意味を問い直すという

理論研究的な側面から見ると、欧米以外の社

会における研究もまた、欧米社会研究に劣ら

ず重要なことは言うまでもなく、その意味で

は、都市計画分野における非欧米社会研究に

は、広大な領域が未だ未開拓のままに広がっ

ていると言える。アフリカや南米など、非ア

ジア諸地域以外の都市計画研究ももちろん

重要な領域ではあるが、日本における研究が

もっとも大きな貢献を果せるのは、やはり、

経済的結びつきの強さ、地理的・文化的近接

性等を考えると、アジア諸地域ということに

なろう。事実、国際協力という実践において

も、留学生受入を通じてのアジア諸地域の研

究者との共同研究という側面を通じても、日

本をベースとするアジア諸地域における研

究は、他の非欧米諸地域の研究と比較して格

段に大きな貢献が求められているといえる。 

 都市計画制度、とりわけ、人と社会の関係

という観点からみて重要な都市の土地利用

計画制度の多様性と共通性に関しての分析

は、さまざまな観点からなされてきているが、

西欧モデルを受容しつつ独自の制度化を図

ってきたアジア諸地域における土地利用計

画制度の特質を念頭に置いた場合、図１のよ

うな分析軸を設定することが考えられる。 

 図１の横軸は、都市計画に関わる権限が、

根源的に中央政府にもとにあるか（集権的）、

それとも地方政府固有の権限として認めら

れているか（分権的）に関する分類であり、

縦軸は、そもそも、土地・不動産の開発に関

わる権限が公共の強い関与のもとにあるの

か（開発権＝公共）、所有者が本来自由に裁

量できるものとして認められているのか（開

発権＝私人）に関する分類である。ローカル

な土地管理制度とはまったく異なる近代的

都市計画制度が国家の近代化政策のもとで、

欧米諸国（どの国を範としたかは、植民地時

代の旧宗主国等、当該国の歴史的状況により

異なる）より取り入れられたという歴史的経

緯のもとにあるアジア諸国の多くは、都市計

画に関わる権限が本来的に国家のもとにあ



 

 

る国が多い。一方、開発権の所在については、

政治的体制ならびに歴史的な経緯のもとで

多様である。一般的に言って、都市計画的権

限が本来的に分権的であれば、その都市・地

域に固有の条件に即したきめ細かな都市計

画が可能となる一方、集権的な状況のもとで

は、国土全体に最低限度の規制をかけるにと

どまるということになるので、都市計画の内

容は画一的・消極的な内容になることになる。

したがって、当該都市の経済・社会・風土・

文化の条件に適合したきめ細かな土地利用

計画を実現していくためには、図１の第２象

限の領域にあることが望ましい。歴史的に醸

成されてきた開発権に関わる観念を短期間

で大きく変えていくことは困難であり、アジ

ア諸国において有効な都市計画制度を構築

していくためには、分権的な制度に変えてい

くことが制度改善上の主たる目標となる。 

図１ 都市計画制度の国際比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)インフォーマル市街地の開発プロセス 

各国における都市計画制度に基づく都市形

成の制御は、実は、Ｒ(Right；土地権利の確

定・登記)－Ｐ(Plan；都市プランの確定と都

市の基幹的施設の整備)－Ｓ(Site；当該開発

地区の開発計画の許可と地区内の公共施設

の整備)－Ｂ(Build；個別建築物の建設許可

および建設)－Ｏ(Occupation；入居)という

プロセスを経てはじめて機能する。 

ところが、多くの都市において、実際に形

成されてきた、あるいは、今まさに形成され

つつある市街地の多くは、このプロセスに則

っていない。対象各国における実態調査の結

果、以下のようなインフォーマル市街地の開

発プロセスが明らかとなった。 

a) 土地権利を持たずに広がるスラム地域 

農村から都市に移住した貧困層は、既存の

スラム地域での間借り生活などを経て、地方

政府や警察に影響力をもつ違法土地ブロー

カーなどの斡旋などを通じて、湿地などの公

有地や大規模土地所有者の所有する未利用

地に土地の権利のないままに居住を開始す

る。 

b) 慣習的土地権利のもとでのインフォーマ

ルな市街化 

インドネシア、スリランカでは、慣習的に

認められてきた土地権利を有している農地

などの所有者から分割された土地を購入し、

住宅を建設するという形で正規の土地登記

がなされずに都市化が進んでいる。このよう

な慣習的な権利関係のもとにある土地では、

都市計画制度の枠外、すなわち、都市プラン

と整合せず、生活基盤も十分に整備されずに、

すなわちインフォーマルに宅地開発が進ん

でしまうことになる。 

c) 社会主義的土地管理と市場を通じての土

地供給の矛盾 

中国やベトナムでは、社会主義的土地管理

体制のもとで、従来、土地は国家により一元

的に管理され、必要に応じて配分されるもの

であった。近年、開放経済のもとでマーケッ

ト・メカニズムを通じた土地・住宅の供給が

進められるようになった結果、社会主義的土

地管理体制との矛盾が生じている。例えば中

国では、大都市周辺の農村集落において地方

から大都市流入する労働者向けの賃貸用の

高密・狭小な集合住宅が大量に建設・供給さ

れている。 

開発権＝公共 

開発権＝私人 

中国 

集権的 分権的 
韓国 

積極的規制 消極的規制 

日本 

タイ 

フィリピン 

スリランカ 

インドネシア 

ベトナム 



 

 

d) 土地権利関係の細分化・錯綜化 

東京、大阪などでは、狭隘な道路と狭小敷

地によって形成された密集住宅市街地が広

がっている。このような地域では、土地・不

動産は正規の登記がなされているものの、細

分化された狭小敷地上に借地権、借家権、地

上権、担保権など入り組んだ権利関係が設定

され、また、相続などを通じて一敷地に多数

の共有者が存在することも多い。さらには、

正確な敷地間の境界線が確定されていると

はいえない場合も多い。 

例えば、ハノイ市では、80%の新規住宅供

給は個人による住宅建設により行われてい

る。ところが、これらの個別住宅開発に対す

る都市計画的な規制制度は十分に整備され

ておらず（個別建設には建築許可が必要だが、

チェック項目は建築物の構造に関する事項

のみであり、インフラ整備との整合性周辺の

環境との整合性についてチェックする機能

は建築許可にはない）。結果的にインフォー

マルな形で建設が無秩序（＝インフラ整備と

の整合性、環境上の観点からの整合性に関す

るチェックの不備）な形で進んでいることが

判明した。 

(3)フォーマル化プロセス 

比較事例調査の結果、インフォーマル市街

地におけるフォーマル化事業は、エンパワー

メント型、コミュニティ・デベロップメント

型、コミュニティ・マネジメント型の３つの

タイプに整理された。エンパワーメント型と

は、住民組織が形成されていなかったり、存

在していても、政治的、宗教的あるいは出身

地別などに形成された組織が対立的であっ

たりし、政府もまた、スラム地域の改善に対

して積極的でないような地域において、外部

のＮＧＯなどが、住民の組織化を行い、住環

境改善事業の実施を通じて、住民による自立

的な地域管理能力の獲得、さらには政治的・

社会的な力量の拡大を図っていくようなタ

イプの事業である。二つ目のコミュニティ・

デベロップメント型とは、住民組織が形成さ

れている地域において、当該住民組織に依拠

しつつ参加型の住環境改善事業を実施し、住

環境自体の改善とともに、住民組織主導によ

る持続的なまちづくりを可能とするような

住民組織のキャパシティ（能力）強化を同時

に図っていくことを目指すタイプの事業で

ある。このタイプの事業は、政府が、スラム

地域の改善に積極的に取り組んでいる国、都

市において可能となることがわかった。これ

らに対して、コミュニティ・マネジメント型

は、住民主体という意味で、さらに一歩進ん

だ形態であり、政府が、関連ＮＧＯ等とも連

携し、事業実施に関する権限、資金等の面に

おいて積極的にスラム地域の住民組織にま

ちづくり事業の分権化を図り、住民主導のも

とでの持続的・自立的な地域管理を行ってい

くことを目指すような事業である。もちろん、

現実の参加型スラム地域改善事業は、これら

３つの概念的タイプのどれかに純粋に当て

はまるというものではなく、色合いの違いは

あれ、それぞれのタイプを何らかの形で含み

つつ事業の実施がなされている。 

とくに、コミュニティ･マネジメント型の

先進事例と言えるのが、政府と NGO のパート

ナーシップ型の事業と開始された、タイの

Community Organization Development 

Institute(CODI)である。中央政府から預託

された基金をもとに、低所得コミュニティに

より組織されたコミュニティ貯蓄組合に対

して融資を行う。CODI がコミュニティ貯蓄組

合に対して貸し出しを行う際は、両者の協議

に基づき、融資対象事業が決定されるために、

融資対象は、地区内の住宅改善、住環境改善

事業にとどまらず、小規模事業の創設など多

様な内容が含まれうる。CODI は、貯蓄組合の



 

 

組織化、これら組合間のネットワーク形成の

支援、住民の生活自立につながる各種情報の

提供、訓練プログラムへの参加の促進など、

コミュニティが自ら発展していくための支

援も合わせて行っている。 

CODI の事例に典型的に示されるように、

インフォーマルな市街化のフォーマル化の

ための制度的改善のためには、ローカルなレ

ベルでの関係主体間の社会的関係性の深化

のもとでの社会的意思決定システムの構築、

すなわちローカル・ガバナンスの構築が同時

に進めるようにデザインされていることが

肝要である。 
図２ フォーマル化プロセスのデザイン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)結論 

アジアの多くの国々においてこのような

インフォーマルな市街化プロセスを詳細に

調査した結果、それらの開発がまったくの無

法行為としておこなわれているのではなく、

村や区などのヒューマン・スケールの自治的

な行政単位における認知というプロセスを

通じて一定の社会的認知のもとで行われて

いることが判明した。インフォーマルな開発

の側からみれば、むしろ、問題は、自生的な

土地管理システムが、近代化プロセスの中で

移植された国家集権的な近代的土地管理・都

市計画システムにより否定され、弱体化され

た結果として、土地管理システムの不安定

化・錯綜化が進んだという見方も可能な事態

が見られるのである。むしろ、近代的土地管

理システム・都市計画システムは、自生的な

土地管理システムを分権的なシステムとし

て組み換えて補強するという役割をもって

受容されるべきだったのではなかろうか。土

地管理システム・都市計画システムの徹底的

な分権化を進めていくことが必要である。 
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